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国分寺３地区コミュニティ盆踊り･花火大会第21回
夏の風物詩となりました「コミュニティ盆踊り・花火大会」を開催します。今年も、日光和楽踊りに華を

添える“よさこいソーラン”踊りを行います。
また、踊りの参加者、音頭をとる方及び打ち上げ花火の協賛者を募集します。

【開催日時】 ８月５日（土）午後６時～
※雨天翌日順延（６日雨天の場合、花火大会のみ開催）

【開催場所】 国分寺運動公園
【募　　集】 ①踊りの団体

②音頭とり（唄）
③打ち上げ花火協賛者

メモリアル花火募集！

例）出産・結婚・成人・卒業・就職・米寿祝等
・花火打ち上げ時、お名前、依頼文を放送します。
・１口　１万円
※７月２５日までに生活課にお申し込みください。
注）大会当日、交通規制等があり混雑が予想されますので、車は相乗りでお願いします。

盆踊り・花火大会の開催により、ゆうゆう館「天平
乃湯」及び「レストランてんぴょう」の営業時間を次
のとおり変更いたします。ご協力をお願いしたします。
◎８月５日（土）営業時間　午前10時～午後５時
【予備日　６日（日）】

※ただし、雨天順延の場合は通常どおり営業いたします。

ゆうゆう館「天平乃湯」
営業時間変更のご案内

盆踊り・花火大会実行委員会事務局　生活課 1４０－５５５５問い合わせ先

栃木県教育委員会事務局文化財課　保護担当 1028-623-3424問い合わせ先

銃砲刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、原則として所持できません。しかし、同法第14条に
より、一定要件を満たしている古式銃砲や刀剣類で、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受けて銃砲刀剣類登録証
が交付される場合は所持できます。下記の日程で、銃砲刀剣類の審査会が開催されますので、銃砲刀剣類をお
持ちの方は登録をお願いします。

平成18年度銃砲刀剣類登録審査会開催予定表

銃砲刀剣類の登録について銃砲刀剣類の登録について

月　日

平成18年
7月20日（木）1

2

3

4

午前10:00
〜

午後 2:00
矢 板 市

塩谷庁舎
401会議室
矢板市鹿島町20-22

1.登録希望者には、審査会開催通知を差し上げます。
2.審査会に持参するもの
（1）現品
（2）刀剣類発見届出済証
（3）登録申請書（審査会開催通知にあわせて送付しま

すので、必要事項をもれなく記載してください。）
（4）審査手数料として栃木県収入証紙（登録の適

否にかかわらず、 1振又は1丁につき6,300円分）
が必要です。

（5）代理人の場合は委任状が必要です。
（6）外国製銃砲の登録には、慶応3年以前に伝来し

たことを証する資料が必要です。

ニューみくら
207会議室
宇都宮市昭和1-3-6

阿蘇庁舎
大会議室
佐野市堀米町607

ニューみくら
207会議室
宇都宮市昭和1-3-6
（※変更の可能性があります）

宇都宮市

佐 野 市

宇都宮市

午前10:00
〜

午後 2:00

午前10:30
〜

午後 2:30

午前10:00
〜

午後 2:00

平成18年
9月21日（木）

平成18年
11月16日（木）

平成19年
2月15日（木）

時　間 開催地 会　場 備　　　考




